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厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事業）  

総括研究報告書  

‾歯科領域における診療ガイドラインのあり方について」  

主任研究者 石井柘男（東京歯科大学 教授）  

研究要旨：①平成17年からの本研究の過程において入手した診療ガイドラインに関  

する情報を歯科界の各臨床研究分野の方々に共有してもらい、今後の歯科医療分野に  

おける診療ガイドラインについて議論を深めることを目的に、平成18年7月6日に  

シンポジウム「歯科領域における診療ガイドラインのあり方について」を開催した。  

②平成17年度に収集した国内外における歯科関連の診療ガイドラインと称される文  

献、国内6編、国外115編のうち、英文ガイドライン60編の和訳を完成させ、ガイ  

ドラインの内矧こついて検討を加えた。日本語で書かれた歯科領域における診療ガイ  

ドラインと称される6編すべてが、Evidence－based Guidelineではなかった（，英文  

ガイドライン60編の和訳の結果、Evidence－basedGuidelineは9編であった（1歯科  

領域においては、Evidence－based Guidelineは極めて少ない状態であり、歯科領域  

のEvidence－b．ased診療ガイドラインを今後どのように作成していくべきかについ  

て、十分検討することが必要と思われた。〕③歯科分野における診療ガイドライン作成  

を構築するための基盤整備の一環として、日本歯科医学会専門分科会のうち歯科臨床  

系の学会を対象にアンケ←ト調査を行った。結果、対象とした15の学会すべてで診  

療ガイドラインに対する取組を行っているという回答を得た。〕現在取り組まれている  

診療ガイドラインは25で、うち1つは作成済みであり、平成18年12月現在作成中  

のものが12であった。Minds（医療技術評価総合研究医療情報サービス事業）の周  

知度は良好であったが、EBMにのっとった診療ガイドライン作成の体制整備は、不  

卜分であった。④、、，・一般開業歯科医の診療ガイドラインに関する認知度等のアンケート  

調査を行い1，「746老．（回答率：う2．7％）の回答を得た。EBMに対する認知度は医師より  

も低いものの、好意的に認知されている傾向がうかがわれた⊂〕また、EBMを用いた診  

療ガイドラインについても好意的に期待が寄せられている傾向がうかがわれたが、今  

後、普及啓蒙と診療ガイドライン作成のための適切な環境整備が必要性と考えられる  

回答も見受けられた。⑤補綴歯科領域における診療ガイドライン作成するために、前  

年度事業で作成した「補綴治療の難易度を測定するプロトコル（JPSVersionl．04）」  

をもちいて、多施設参加によるトライアルを行った結果、術者の直感は信頼性が低か  

ったが、口腔内の形態的条件、身体社会的条件、L］腔関連Q軋および精神医学的条件  

においては信頼性に問題はなかった〔）診療ガイドラインを用いることで診療行為の改  

善等パフォ ーマンスの評価が重要になるが、本調査はそれに十分に対応していると考  

えられた。   



厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事業）  

分・担研究報告書  

歯科臨床系げ）専門学会を対象とした診療ガイドラインに関するアンケーート調査  

主任研究者 石井 拓男（東京歯科大学 数授）  

研究協力者 杉崎 正ノ吉（東京慈恵医科大字 数授）  

豊島 義博（第一生命保険相互会社日比谷診療所 主任診療医長）  

星 佳芳（国立保健医療科学院研究情報センター一  

情報デザイン室長）  

平田 創一郎（東京歯科大学 講師）  

研究要旨：歯科分野における診療ガイドライン作成を構築するための基盤整備の一一環と  

し．て、現状における日本歯科医学会専門分科会の診療ガイドライン作成への取組状況を  

把握するために、日本歯科医学会専門分科会のうち歯科臨床系の学会を対象にアンケーー  

ト調査を行った二結果、対象とした15〔7）学会すべてで診療ガイドラインに対する取組  

を行っているという回答を得た▲．現在取り組まれている診療ガイドラインは25で、う  

ち1つは作成済みであり、平成18年12月現在作成中のものが12であった∧．M山ds（医  

療技術評価総合研究医療情報サー→ビス事業）の周知度はおおむね良好と思われるが、EBM  

にのっとった診療ガイドラインの作成方法あるいは作成のための体制整備に／）いては、まだ  

十分に整っていないと考えられたこ  

本補綴歯科学会、社団法人日本口腔外科字会、  

日本矯正歯科学会、日本口腔衛生学会、特定  

非営利活動法人日本歯科放射線学会、有限責  

任中間法人日本小児歯科学会、特定非営利活  

動法人日本歯周病学会、有限責任中間法人日  

本歯科麻酔学会 日本歯科医療管理学会、日  
、  

本歯科薬物療法学会、日本障害者歯科学会、  

日本老年歯科学会、社団法人日本口腔インプ  

ラント学会、 日本顎関節学会、以上15♂）専  

門分科会を対象とした二  

A．研究目的   

歯科領域におけるEBMに♂）っとった診療  

ガイドラインの作成に関しては、世界的に見  

てもまだぼとんどないことが本研究班に上り  

明らかにされている▲．臣本国内においては、  

学会レベ′レで診療ガイドラインが作成されて  

いるケーースが散見されるが、EBMに基づく  

歯科診療ガイドラインは現時点では皆無と言  

える状7兄であるこ そこで、歯科領域における  

診療ガイドラインの現在及び今後の作成への  

取組について把握するために、日本歯科医字  

会専門分科会を対象にアンケーート調査を行う  

ものである．  

2．調査期間と方法   

平成18年12月1日から平成18年12月  

15日までの期間で、郵送による調査を行っ  

た二．各学会代表宛に調査票（別紙1）を送付  

し、回収はE－mail、FAX、郵送により行った 

且 研究方法  

1．対 象   

日本歯科医学会び）御協力を得て、日本歯科  

医学会の1り専門分科会のうち、診療に直接  

関わる分野に関連すると考えられる、特定非  

営利活動法人口木歯科保存学会、社団法人臼  

3．質問項目   

回答は記名式とし、質問項目は、取り組ん  

でいる診療ガイドラインごとに（7）既に作成済   



③ EBMを用し、た診療ガイドラインの作成手  

順に♂）っとっているか   

のっとっているが22件で88．0％、のっと／っ  

ていないが3件で12．0％であった二．  

④ 作成委員会を設置するか   

すべての診療ガイドラインが設置するとの回答  

であった 

⑤ 作成委員会には学会員の臨床専門医以外の者  

が参加するか  

13の診療ガイドライン（52．（）％）で参加しな  

いとの回答であった∧、ニのうち、1（り牛はEBM  

を用いた診療ガイドラインの作成手順にのっとっ  

ているとの回答であった（表2）．なお、学会員  

の臨床専門医以外の参加者として回答があ／〕た者  

は、臨床疫学者（4件）、患者・消費者の代表  

者（2件）、関連他学会（2件）、医師、ライブ  

ラリアン、ガイドライン作成に関する有識者、一  

般開業医、医療経済学の専門家、歯科衛生士、ケ  

アワーーカーー、弁護士、法律学者、法律家が各l  

件であった．  

⑥ 実際に行われている診療の現状の把握はどの  

ような方法でするか   

設置した委員会での討議が23、専門学会員  

へのアンケーートが10、一般公開フォーラムで  

の意見聴取が3であった二．その他、学会におけ  

るコンセンサスミーティング開催、日本歯科医学  

会が行ったアンケート結果からという回答が得ら  

れた＝．  

⑦ AbstractForn1を作成するか   

作成するが22（鍋．0％）、作成しないが3（12．（二）  

％）であった∴ 作成しないと回答した3件のう  

ち、1件はEBMを用いた診療ガイドラインの  

作成手順にのっと／）ていると回答している（表  

3）二．  

⑨ 歯科医師への普及版（図表を多用した要約  

版）診療ガイドラインは作成するか   

作成すろが19（76．（）？／ら）、作成Lないが4（16．し）  

－％）、未回答が2であった一 作成しないと回答  

したヰ件のうち、2件はEBMを剛、た診療ガ  

イドラインの作成手順にのっとっていると回答し  

ている（衣4：）  

⑤ 患者への説明用の普及版（図表を多用した要   

み、（イ）現在作戒中、（ウ）今後作成予定、（エ）作  

成予定なしに分類び）上、（7）から（ウ）を選択し  

た場合には以F〔7）11二項目とした二  

① 診療ガイドライ ンのタイトル  

② 目的（テし欄マ）  

遜 ヒBMを用いた診療ガイドラインの作成手  

順にのっとっているか  

④ 作成委員会を設置するか  

⑤ 作成委員会には学会員の臨床専門医以外の者  

が参加するか  

⑥ 実際に行われている診療の現状♂）把握はどの  

ような方法でするか  

⑦ AbstractFonllを作成するか  

⑧歯科医師への普及版（図表を多用した要約  

版）診療ガイドラインは作成するか  

⑨ 患者への説明用の普及版（図表を多用Lた要  

約版）診療ガイドラインは作成するか  

⑲ 作成委員以外の者で構成された評価委員会を  

設置するか  

⑪ 改訂のスケジューールを設定するか  

また、（エ）を選択した場合には以下の2項目  

とした＿．  

① 具体的にどのような診療ガイドラインが必要  

だと思うか  

② 診療ガイドラインは必要ないと答えた場合、  

その理由は何か   

さらに、学会ごとにMillds（医療技術評価  

総合研究医療情報サーービス事業）を知っている  

か、歯科医療分野の診療ガイドラインについて質  

問を行った二  

C．研究結果   

各学会が取り組んでいる①診療ガイドライ  

ンのタイト／レと②目的（テーーマ）及び取組状  

況の一覧を表1に示す＿診療ガイドライン作  

成への敢組に／ユいては、既に作成済みの診療  

ガイドラインが1件、現在作成弓1ぴ）もげ）が12  

件（9′羊会）、今後作成予定のものが12件（7  

学会）であった∴ 作成r′定なしと回答した学  

会はなかった以下、取組状況に関わらず、25  

の診療ガイドラインについて集計を子J‘‘った結  

果を示す▲  



約版）診療ガイドラインは作成するか   

作成するが17（68．し）％）、作成しないが6（24．（）  

％）、未回答が2であった▲作戒しないと回答  

した6件のうち、3件はLBMを用いた診療ガ  

イドラインの作成手順にのっとっていると回答し  

ている一．歯科医師への普及版を作成しないと回答  

した診療ガイドラインはすべて患者説明用の普及  

版も作成しないとのL口1答であった（表4）＿ 

⑲ 作成委員以外の者で構成された評価委員会を  

設置するか   

設置するが15i（6け（）％）、設置しないが1（）  

（40．針％）であった二．設置しないと回答した1（）  

件のうち、3件はEBMを用いた診療ガイドラ  

インの作成手順にのっと／〕ていると回答している  

（表5）二．  

⑪ 改訂のスケジューールを設定するか   

設定するが18（72．（）％）、設定しないが4（16．0  

％）、未回答が3であった＿．設定しない及び未  

回答の7件のうち、EBMを用いた診療ガイド  

ラインの作成手順にのっとっていると回答したの  

は5件（71．4％）であった（表6）▲   

いう設問に対してはR8．（）％がのっとってい  

るという回答であった二しかしながら、のっ  

とっていないと回答した3件を除外しても、  

学会員の臨床専門家以外の者が作成委員会に  

参加していない、AbstractFonllを作成して  

いない、歯科医師向けあるいは患者への説明  

用の普及版を作成しない、改訂のスケジューー  

′レを設定しないといった回答が散見された．   

MiIlds（医療技術評価総合研究医療情報サー  

ビス事業）を知っているかについては、聞いたこ  

とがある程度が過半数を占め、今回は直接設問を  

設けなかったが「M山ds版 診療ガイドライン  
I I 

作成♂）手引き（案）」やそぴ）前身となる「診療  
二）  

ガイドラインの作成の手順＼7er．4．3」 の普  

及度はあまり高くないげ）ではないかと推測さ  

れた－ 従／Jて、各学会内での診療ガイドライ  

ン作成のためのインフラ整備についても、圭  

だこれからというところであることが、自由  

意見の記載からも読み取れる′   

今後、歯科領域においてEBMにのっとっ  

た診療ガイドラインの作成を推進して行くに  

あたり、歯科に特化した「診療ガイドライン  

作成の手引き」の作成やインフラの整備を援  

助する組織・体制の確立等が必要と考えられ  

る．  

Mhlds（医療技術評価総合研究医療情報サー  

ビス事業）を知っているかについては、15学  

会中、知っているが7（46．7％）、聞いたことが  

ある程度が8（5二〕．3％）、聞いたことがないとい  

う回答はなかった二，   

その他の意見の一覧を表7に示す▲．  

E．結論   

歯科領域における診療ガイドラインの現在  

及び今後の作成への取組について、日本歯科  

医学会専門分科会♂）うち歯科臨床系の学会を  

対象にアンケーート調査を行ったところ、対象  

とした15の学会すべてで診療ガイドライン  

に対する取組を行っているという回答を得  

た＿現在取り組まれている診療ガイドライン  

は25で、うちlつは作成済みであり、12が  

平成18年12月現在作成中であった＿Millds  

（医療技術評価総合研究医痛惜幸帥一－ビス事業）  

の周知度はおおむね良好と思われるが、EBM  

にのっとった診療ガイドラインの作成方法あるい  

は作成のため〝）体制整備については、まだ十分に  

繁／〕ていないと考えられた   

D．考察   

日本歯科医学会の19専門分科会のうち、  

診療に直接関わる分野に関連すると考えられ  

る15の専門分科会にすべておい て、25の診  

療ガイドラインに取り組まれていることが明  

らかとなった＝うち既に作成済みまたは現在  

作成中なのは＝）学会で13件の診療ガイドラ  

インと、半数以上を占めていた＝いずれの学  

会においても、診療ガイドラインの必要性に  

ついては十分周知されているものと考えられ  

る   

一方、EBMにの／）とった診療ガイドライ  

ンの作成手順にのっとって作成しているかと  



G．研究発表  

なし  

2）診療ガイドうインの作成の手順ver．ヰ．3  

（2001．11．7），「EBMの普及のためのシラバ  

ス作成と教育方法および亡BMの有効性評価  

に関する研究」研究代表者 福井次夫（京都大  

学大学院医学研究科臨疫学）、「日本における  

EBMのためのデし－一夕ベー ス構築及び程供利  

用に関する調査研究」研究代表者 丹後俊郎  

（国立公衆衛生院附属図書館、疫学部理論疫  

学室）．2川）1   

H．知的財産権の出願・登録状況  

なし  

参考文献  

1）M山ds版 診療ガイドライン作成の手引き  

（案）（2OO6．12．（）1），Millds診療ガイドライン  

選定委員会編．z（）06  



表1  

学会名   取組状況  タイトル   テーマ   

日本歯科麻酔学会   今後作成予定  歯科治療時の全身的偶発症対応  全身的偶発症発現時の薬物使用方法をはじめとする対応方法のスタン  

カイドライン   ダード化を目的とする。   

（社）日本捕縛歯科学会  現在作成中  接着ブリッジのガイドライン  接着ブリッジの臨床術式、評価ともに臨床家間で大きくぼらついてい  

るため、エビデンスに基づくガイドラインを作成し、臨床家のための  

指針とする   

（社）日本補綴歯科学会  現在作成中  有床義歯補綴治療のガイドライ  経験や勘に基づ〈ことが多く、我流のはびこる有床義歯補綴治療に臨  

ン   床エビデンスを持ち込み、臨床家の指針とする   

（社）日本口腔外科学会  現在作成中  口付空外科疾患診療ガイドライン  上記疾患の 1）治療法についてEBMを重視し、標準的な適応を示す。  

（口抒空癌治療ガイドライン、顎  2）治療の安全性と治療成績の向上をはかり、治療成績の施設間差  

変形症診療ガイドライン、口唇  をなくすこ。 3）無駄な治療をなくし、人的・時間的、経済的負担を  

裂口蓋裂ガイドライン、外傷診  

療ガイドライン）   

日本歯科保存学会   現在作成中  う蝕の歯科診療ガイドライン  う他の診療において、臨床医と患者が適切な治療法を決断できるよう  

サポートする。   

日本歯科放射線学会   現在作成中  歯科放射線診療カイドライン  歯科診療に不可欠なX線検査を効率良くしかも安全に運用するための基  

拳を策定する。   

日本歯周病学会   現在作成中  歯周病の診断と治療の指針  歯周病診断一治療の正しい普及   

日本歯科麻酔学会   現在作成中  静脈内鎮静法ガイドライン  歯科臨床における鎮静法の概念の整理と安全かつ快適な静脈内鎮静法  

を施行するための薬物使用方法、環境整備の確立を目的とする。   

日本口腔衛生学会   今後作成予定  予防歯科診療ガイドライン  診療室におけるl次予防の在り方（健康増進）に対する歯科医師一歯科衛  

生士の行動指針   

（社）日本補綴歯科学会  現在作成中  リラインとリベースのガイドラ  up－tO－dateなリラインとリベースのガイドラインを可能な限りエビデ  

イン   ンスに基づいて作成する   

日本歯科麻酔学会   今後作成予定  歯科臨床における救命救急処置  

ガイドライン   

日本口冗空衛生学会   今後作成予定  口臭の診断と治療に関するガイ  

ドライン   

日本口腔衛生学会   今後作成予定  歯の外傷予防に関するガイドラ  

イン   

日本障害者歯科学会   今後作成予定  未定   障害者歯科治療における医療安全管理   

日本口腔衛生学会   今後作成予定  う蝕予防診療カイドライン  母子歯科保健領域・学校歯科保健領域の要指導■要観察者に対する診  

療ガイドライン   

日本歯科医療管理学会   今後作成予定  医療安全   1安全管理（医療事故防止）2院内感染対策（予防、後処理）  

3；威菌・消毒4医薬品安全使用5医療危機管理6廃  

葉物処理7院内研修（委員会）8′救急救命9その他   

日本小児歯科学会   今後作成予定  ′ト児歯科診療ガイドライン  小児の歯科診療は多岐にわたるため、他の診療科目を参考にして内容  

は整理する必要があり、現在具体的な検討は行っていない。   

日本歯科薬物療法学会  既に作成済み  歯科口腔外科領域における抗菌  

薬の臨床評価基準   

田本矯正歯科学会   現在作成中  顎変形症の診療ガイドライン、  矯正歯科治療の保険給付対象疾患についてEBMに基づく診療ガイドライ  

口唇口蓋裂と先天異常の診療ガ  

イドライン   

日本口腔衛生学会   今後作成予定  歯周病予防診療ガイドライン  GO・G・初期Pに対する予防診療ガイドライン現行の「歯周疾患の診  

断と治療のガイドライン」より予防主体型   

日本老年歯科医学会   現在作成中  口腔ケアガイドライン   高齢者に対する口腔ケアの介入程度と手技に関する指針を示す   

日本顎関節学会   現在作成中  顎関節症初期治療ガイドライン  顎関節症治療を専門とはしない一般歯科開業医に標準的な初期治療手  

段を提示すること   

（社）・日本補栢歯科学会  今後作成予定  ブリッジによる補綴治療のガイ  エビデンスに基づくブリッジ治療のための臨床指針を臨床家に提供す  

ドライン   る   

日本口付空インプラント学会  今後作成予定  口腔インプラント治療ガイドラ  

イン（予定）   

日本老年歯科医学会   現在作成中  看病高齢者の歯科診療ガイドラ  

イン   



表2  

‾ニ‾  

表3  

表4  

歯科医師への  ンの作成手順に  

普及版   普及版   のつとっている   のつとっていない   

作成する   作成する   0   

作成する   作成しない   

作成しない  作成しない   2   

未回答   未回答   2   0   

作成委員以外の看で構成された  
EBMを用いた診療ガイドラ  評価委員会の設置  

インの作成手順に  
設置する   設置しない   

のつとっている   15   

のつとっていない   0   



表6  

、ニ ‾ 

ニ亨 モ三享 

表7 歯科医療分野の診療ガイドライン についての意見等自由記載  

臨床系の歯科医術的な「診療ガイドライン」は非常に重要であるが、社会歯科系の歯科医療・歯科医業に対  

するガイドラインは当学会が担当しなければならないと考えている。早急に作成したい。  

分野別のガイドラインは専門医のためではなく、一般診療医向けのガイドラインから着手すべきと思いま  

す。  

場合によっては柑Mの手順に則ったものでなくても、何らかの診療ガイドラインは順次作っていくべきと思い  

ます。  

学会中心のガイドラインと保険診療のガイドラインは別に作成すべきと思う。今回提出したのは学会のガイ  

ドラインであり、保険診療に関しては、日本歯周病学会、日本歯科医学会、歯科医師会で委員会を立ち上げ  

作成中である。  

各学会において策定された歯科医療分野の診療ガイドラインについて、同領域、類似項目のものをどのよう  

に整合させまとめ上げるかが課題であると思います。  

画像診断の分野においても最近の技術の進歩はめざましいものがありますが、正しく理解されていないこと  

による不必要な検査や不適切な診断方法の実施は、患者さんへの不必要な医療被曝などのネガティブな影響  

を与える可能性があります。そこで、学会などが主体となって画像診断の明確な指針を示し、それを参考に  

した診療を進めていくことが求められています。歯科放射線におけるガイドラインとしては、2004年に欧州  

委員会により刊行され、日本歯科放射線学会防護委員会により2005年に和訳がなされたEUのガイドライン  

（「放射線防護136一歯科X線の利用のために」）がすでにあります。しかしながら、日本の実情に必ずしも  

合致しない点があり、NPO法人日本歯科放射線学会の活動の一環として、診療ガイドラインを策定する必要性  

が認識され、「歯科放射線診療ガイドライン委員会」の設置が本年5月に承認されました。厚生労働省が1998  

年に医療技術評価推進検討会を設置し、EBMに基づくガイドラインの策定が決定され、その後より各分野にお  

けるEBM診療ガイドラインの作成が進められてきました。その基本構造は、臨床上の疑問点の明確化、  

evidenceの検索・評価、eVidenceレベルの決定、推奨度の決定、とされています。本学会としてもそれに沿  

ったガイドラインを作成します。  

わからない点が多くある為、ご指導ください。  

これからも各項恒引こ対するガイドラインの整備が必要と考えている。  

コクランライブラリーなどを利用し、EB附こもとづく診療ガイドライン作りを目指したいが、歯科の領域で  

は、ヒトを対象とした賢の高い臨床疫学研究が少ないのが現実である。臨床医の経験や信念との折衷になら  

ざるを得ないジレンマがある。   



厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事業）  

分担研究報告書  

一般開業歯科医を対象とした診療ガイドラインに関するアンケート調査  

主任研究者 石井 拓男（東京歯科大字 教授）  

分担研究者 川崎 浩二（長崎大学医学部・歯学部附属病院 助教授）  

研究協力者 杉崎 正志（東京慈恵医科大学 教授）  

豊島 義博（第一生命保険相互会社日比谷診療所 主任診療医長）  

星 仕方（国立保健医療科学院研究情報センター  

情報デザイン室長）  

平田 創′一郎（東京歯科大学 講師）  

研究要旨：歯科分野における診療ガイドライン作成を構築するための基盤整備の一環として、  

現状における般開業歯科医の診療ガイドラインに関する認知度及び必要性についてアンケー  

ト調査を行った．結果、1．7舶名（層答率32．7？イ，）の回答を得た＝．EBMに対する認知度は医師  

よりも低いものの、好意的に認知されている傾向がうかがわれた・また、EBMを剛、た診療  

ガイドラインの認知度についても同様に低いものの、診療ガイドラインにも好意的に期待が寄  

せられている傾向がうかがわれた一 方、診療ガイドラインにより自由裁量を拘束するとの意  

識が医師よりも高く、また、情幸削こ対する対価は医師より低く無料が最頻値であった・．今後、  

普及啓蒙と診療ガイドライン作成のための適切な環境整備が必要と考えられる二．  

5347名を 一般開業歯科医の対象とした A．研究目的   

歯科領域におけるEBMにのっとった診療  

ガイドラインの作成に関しては、世界的に見  

てもまだほとんどないことが本研究班により  

明らかにされている▲．日本国内においては、  

レベルで診療ガイドラインが作成されて  

いるケーースが散見されるが、EBMに基づく  

歯科診療ガイドラインは現時点では皆無と言  

える状況である、そこで、歯科領域における  

診療ガイドラインの現在及び今後の作成への  

取組について把握するために、一般開業歯科  

医を対象に診療ガイドラインに関する認知度  

及び必要性についてアンケ、－一ト調査を行うも  

のである  

2．調査期間と方法   

平成18年12月11日から平成18年12月  

25日までの期間で、郵送による調査を行っ  

た二各対象者に調査票（別紙1）及び回答用  

紙（別紙2）を送付し、回収は郵送により行  

った 

3．質問二項目   

回答は無記名自記式とし、質問項目は、年  

齢階級、性別、大学卒業年、勤務先、勤務先  

の所在、診療領域及びトー般臨床医のEBM  

と診療ガイドラインに対する意識についてニ  

プライマリケア医を中心とするメーリングリ  

スト登録者を対象とした質問票調査」（主任研  

究者 中山健夫）lで用いられた質問票を参  

考に本研究班の共同研究者で討議の上作成し  

た以下の14・境目及びその副問とした、  

il; EBM（／、）ニとを知っているか 

B．研究方法  

1．対 象   

日本歯科医師会叫卸協力を得て、平成18  

年11月時点の［］本歯科医師会び〕一般会員名  

簿から10分のlを順序柚け＝こより抽出した   



せ砂 EBMを用いた診療ガイドラインリ）作成   

には、患者（患者団体）の参画が必要だと   

思うか，．  

地 EBMを剛、た診療ガイドラインの情報   

は、何年ごとに再評価されるのがいいと思   

つ7いt  

寵EBMを用いた診療ガイドラインはどこ   

が（誰が）作るのがよいと思うか二．  

胸 診療の大半をカバし－できるEBMを用い   

た診療ガイドラインの情報が、 自分のパソ   

コン端末で短時間で調べられるようになる   

としたら、その情報システムに年間で最大   

いくらくらい支払う価値があると思うか一  

閲 具体的にどのような「EBMを用いた診   

療ガイドライン」が必要だと思うか二  

以下、内容をよく知っている、重たは内  

容を少し知っていると答えた者に対する副  

間  

1EBMをどこで知ったか．（複数回答  ①
 
可
①
 
 
 

2 EBMを自分の診療に取り入れたい   

と思うか   

①－3 EBMによりL宝療の質はよくなると   

思うか〈   

①一4 EBMはここの患者の軽視につなが   

りかねないと思うか▲  

② Millds（医療技術評価総合研究医療情報   

サーービス事業）を知っているか  

③ いわゆる「従来型の診療ガイドライン（保   

険診療におけるガイドラインを含む）」と、   

「EBMを用いた診療ガイドライン」ゾ）相   

違について知っているか  

④歯科領域の診療ガイドライン（「従来型〝）   

診療ガイドライン 」と「EBMを用いた診   

療ガイドライン」のいずれでも可）を読ん   

だことがあるか．  

以F■、できるだけ読んでいる、 いくつか   

ある、または1つだけあると答えた者に対   

する副問   

④－1 日常吉を療で診療ガイドラインを使っ   

ているか．   

凱2 診療ガイドライ ンは日常診療に役立   

つか二   

④－3 日常診療の際、「ニのテーーr7ぴ）EBM  

を用いた診療ガイドラインがあれば」  

と思うことがあるか▲  

信）「亡BMを剛、た診療ガイドラインは街   

科医師の自由裁量を拘束する」と思うか二  

（∴ 研究結果   

アンケーー ト発送者5、347名中1．746名（32．7  

ワ′も）から回答を得た＝匝卜答者の年齢構成を表1  

に示す＝．最頻値は50代であった．＝．男女比は  

乳性1627、女性1（）9で93．7％対6．3％であ  

った▲   

大学卒業年♂）分布を図1に示す1939年  

辛から20（）5年卒まで、最頻値は1984年卒、  

平均は1981年卒であった一．   

勤務先を図2に示す二ノ無床診療所が最も多  

く 86％を占めた二．   

勤務先の所在地の分布を図3に示す二．政令  

市・特別区・中核市・県庁所在地が最も多  

く、67％を占め、へき地離島は4％、それ  

以外が28％，であった〈．   

診療領域は図4の通りであった一ジェネラ  

リストがヰ4（ヲイ）、どちらかといえばジェネラ  

リストが3ヰ％であわせて7針％を占めた  

しム EBM（／）二とを知っているか一 

内容をよく知っているが19？も、内容を少  

し知っていろが33％であわせて51％（906  

什）と半数以上を【f丁めた（図5）二 

せ－1EBMをどこで知ったか一．（複数回答可）   

EBMの情報 ソーースは雑誌が最も多く、次  

いで勉強会であ／）た（図6ト  

しi〕一2 EBMを自分の診療に取り入れたいと   

⑥ 「EBMを用いた診療ガイドライ ンは現   

場の判断を支援する」と思うか  

『）「EBMを用いた診療ガイドライ ンは保   

険診療を制l服しない」と思、うか  

蓬〕EBMを剛、た診療ガイドラインの作成   

には、有識者の参画が必要だと思うか  

㈲ EBMを用いた診療ガイドラインの作成   

には、公聴会が必要だと思うか．  



立ったことがある（35％）をあわせると43  

（ラムであった（図14上  

④－3 R常診療の際、「このテーーマのEBMを  

用いた診療ガイドラインがあれば」と思  

うことがあるか二   

ほぼ毎月思うはlり％と少なく、年数回思  

うが29（％、去れに思うが30％、思ったこと  

はないが27％とおおむね同数であった  

（図15）二  

〔．；㌻ 「EBMを用いた診療ガイドラインは歯   

科医師の自由裁量を拘束する」と思うか－．   

どちらともいえないが51％と半数以上を  

占めたが、まったく思わない（4t％）と思わ  

ない（1㌢％）あわせて22％が、思う（16％）  

をと回った（図16仁  

⑥ 「EBMを用いた診療ガイドラインは現   

場の判断を支援する」とノ思うか   

どちらともいえないが45しヲムと最も多く、  

大いに思う（4％）と思う（30％）あわせて34  

－†イ、であ／⊃た（図17）▲、  

⑦  「EBMを用いた診療ガイドラインは保   

険診療を制限しない」と思うか一   

どちらともいえないが56％と過半数を占  

めたが、大いに思う（2％）と思う（12％）  

あわせて14％を思わない（20％）が上回っ  

た（図18）二．  

（封 EBMを用いた診療ガイドラインの作成   

には、有識者の参画が必要だと思うか＝   

人いに思う（20％，）と思う（36（沌）あわ   

せて過半数を占めた（図19）．．  

⑨ EBMを用いた診療ガイドライン の作成   

には、公聴会が必要だと思うか   

大いに思う（18％）と思う（3ヰ％）あわ   

せて過半数を占めた（回20）二．  

⑲ EBMを用いた診療ガイドラインの作成   

には、患者（患者用体）の参画が必要だと   

思う力㍉   

どちらともいえないが36リノ（，と最も多く、  

大いに思う（10％）と思う（26％）あわせ  

て36％であった（図21）二  

⑪ EBMを用いた診療ガイドライン拗音報   

は、何年ごとに再評価されるのがいいと思   

思うか   

大いに思うが2ヰ（ヲ′′ら、思うが5十％であわせ  

て78－％を仁子めた（図7）二  

（主－3 EBMにより［宴療の質はょくなると思  

うか▲   

大いに思．うが18％、思うが55し悠）であわせ  

て73ワ′ムを占めた（［更18）  

①－4 EBMはニニ〃）患者の軽視につながり  

かねないと思うか 

まったく思わないが1ヰ％、思わないが45  

％であわせて5リ％を占めた（図9）＝．  

②Millds（医療技術評価総合研究医療情報サ   

ーービス事業）を知っているか＿   

よく利用しているが2作、利用したことが  

あるが1（川二とr血11dsの利用者は少数であり、  

聞いたことがないが72％を占めた（図10ト  

③  いわゆる「従来型の診療ガイドライン（保   

険診療におけるガイドラインを含む）」と、   

「EBMを用いた診療ガイドライン」Cr）相   

違について知っているか   

知らないが64％と過半数を占め、相違を  

よく知っていると少し知っているはあわせて  

12％にすぎなかった（図11）．  

④ 歯科領域の診療ガイドライン（「従来型の   

診療ガイドライン」と「EBMを用いた診   

療ガイドライン」のいずれでも可）を読ん   

だことがあるか＿   

読んだことがないが6ヰ％と過半数を占め、  

以F、いくつかあるが17％、1／）だけある  

が11％、できるだけ読んでいるが4％であ  

った（図12）▲．できるだけ読んでいる、いく  

／）かある、及び1つだけあるをあわせると  

563件であった  

④－1 日常診療で診療ガイドラインを使／〕て  

いるか＝   

ほぼ毎月使うが21ワ／ら、牢数回使うが2り％、  

まれに使うが3‘7％であわせて7㌢ ％を占めた  

（図13）  

④－2 診療ガイドラインは［＝打診療に役立っ  

か   

どちらともいえないが最も多く3り（づもであ  

った＿大いに役に、上っている（R一子f））、役に  



（5l，3％）う’とこれに含去れていない16の県  

庁所在地及び政令市を加えると、おおむね妥  

当な数字とみられる＿．したがって、地域的な  

偏りは、歯科診療所そのものの偏在によると  

考える二   

一般的な郵送調査の回答率が3～ヰ割であ  

ることも加味して本調査の回答者は対象であ  

る一般開業歯科医を代表するものとして差し  

支えないと考えられる二   

回答結果を見ると、EBMの認知度につい  

ては、医師を対象とした先行研究では聞いた  

ことがないが0．5％であったのに対L、22％  

と多い結果であった′．医師の先行研究の対象  

者がプライマリケア医を中心とするメーリン  

グリスト登録者であり、回答率も76％と高  

いことから、両研究の対象者においてEBM  

に関する関心度が異なることが予想される  

が、圭だ歯科領域の方がEBM〔7）認知度も低  

いことがうかがわれた＝．   

一方、内容をよく知っている、内容を少し  

知っていると回答した者を対象とした副問か  

らは、EBMに対しておおむね好意的に認知  

されていることがうかがわれた二．   

Mindsの認知度は大変低く、歯科に関する  

直接的な情報提供が行われていないことが原  

因と考えられるが、診療ガイドうイン全般に  

関する興味の低さをあらわしているともいえ  

よう．   

EBMを用いた診療ガイドラインに／〕いて  

も周知度は低く、EBMU）認知度によりEBM  

を用いた診療ガイドラインの認知度に影響の  

あることが認められた（表3）＝、主因子法を用  

いて因子抽出を行い（表4）、第1因子を  

「EBMを知っている」、第2因子を「診療ガ  

イドライン／＼の要望」、第3因子を「診療ガ  

イドラインの知識」（第4因子は因子名をつ  

けることができなかった）として項目反応理  

論で各因了り）信頼惟を検証したところ（表5、  

末6、表7）、EBMの認知度は高い信頼性を  

ホLたが、診療ガイドラインヘの要望や診療  

ガイドラインの知識についてはやや低い信頼  

怖が示された▲   

うか＝   

2～3年ごとが最も多くヰヰ％、次いで数  

年～10年ごとが20？も、毎年が19％であ／⊃  

た＝再評価は必要ないは3（ヲ′もであった  

（図22）二′  

⑫ ヒBMを用いた診療ガイドラインはどこ   

が（誰が）作るのがよいと思うか二   

専門学会が最も多く、次いで診療ガイドラ  

イン作成委員会（第3者機関）であったこニ  

の2つに対し、J享生労働省、診療報酬支払基  

金、患者用体は少数であった（L対23）二．  

⑬ 診療の大半をカバーーできるEBMを用い   

た診療ガイドライ ンの情報が、自分のパソ   

コン端末で短時間で調べられるようになる   

としたら、そ（7）情報システムに年間で最大   

いくらくらい支払う価値があると思うか▲   

無料が最も多く37％、次いで5．000円、  

1（）、（）0し）円が19％、1（）、し）（）（）円から5（）．（）0（）「1］が  

17％であった＿  

⑪ 具体的にどのような「EBMを用いた診   

療ガイドライン」が必要だと思うか 

代表的な二項目を表2に示す．  

D．考察   

対象者の抽出には、日本歯科医師会の一般  

会員名簿からIll和事抽出を行ったため、地理的  

条件や年齢、診療領域等を明確に規定するこ  

とはできないが、一般開業歯科医を対象とす  

るという観点からは無床診療所からの回答が  

86％，を占めることから、標本集団として適  

切と考える〈一方、男女比が93，7％対6．3％  

と、．歯科医師の男女の構成比率Sl．2（沌対18．S  

（）ら三〉に比して男性が多いことについては、開  

業医を対象としたことによるものと考えられ  

る∴ 圭た、2（）代及び3（）代の若い歯科医師の  

回答が少なかった点も同様の理由によるもの  

と考えられる▲診療領域についても、スペシ  

ャリストであるは6｛†＝こすぎなかった 

また、地域的な偏りについては、人郡市か  

ら（7）回答が多いものぴ）（67？′ら）、平成16年lり  

月1卜］現在び）歯科診療所数57．6川に刺し14  

大都市及び中核市の歯科診療所放2り．5ヰ6  




